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第1章 特集「途切れることのない必要な支援」

平成16年12月1日に成立した犯罪被害者等
基本法（平成16年法律第161号。以下「基本
法」という。）第3条第3項は，「犯罪被害者
等のための施策は，犯罪被害者等が，被害を
受けたときから再び平穏な生活を営むことが
できるようになるまでの間，必要な支援等を
途切れることなく受けることができるよう，
講ぜられるものとする。」と規定している。
犯罪被害者等は，犯罪等により，それまで
享受していた平穏な生活が破壊され，本来有
している能力も阻害され，自らの力だけでは
回復困難な状況に陥ることとなる。そうで
あっても，犯罪被害者等は，自らが直面する
様々な困難に立ち向かい，それらを乗り越え
ていかなければならないが，深刻な被害の影
響により，平穏な生活を回復するまでには長
期間を要し，また，時間の経過とともに直面
する問題が様々に変化し，それに伴い必要と
される支援内容も変化する。さらに，必要な
支援の時間的な変化のほか，犯罪被害者等
は，様々な理由により，犯罪被害に遭った地
域から転居したり，旅行者がたまたま旅行先
で犯罪被害に遭うなど，犯罪被害者等が地理
的に移動することがある。
こうした事情がある中で，適用される制度
や担当する機関が様々に替わることや活動区
域の制約により，制度や組織の継ぎ目に陥

り，必要な支援等が途切れることがある。
犯罪被害者等のための施策は，犯罪被害者
等が直面するその時々の困難を打開すること
にだけ注目するのではなく，犯罪被害者等が
再び平穏な生活を営むことができるようにな
ることに視点を置いて行うべきものである。
施策の実施者は，制度や担当機関等が替わっ
ても連続性をもって当該犯罪被害者等に対す
る支援等が行われるよう，また，犯罪被害者
等の誰もが，必要なときに必要な場所で適切
な支援を受けられるよう，途切れることのな
い支援等を実施していく必要がある。
こうした観点から，犯罪被害者等基本計画

（平成17年12月閣議決定。以下「第1次基本
計画」という。）及び第2次犯罪被害者等基
本計画（平成23年3月閣議決定。以下「第2
次基本計画」という。）では，個々の施策の
策定・実施や連携に際し，実施者が目指すべ
き方向・視点を示すものである4つの基本方
針のうちの一つとして「途切れることなく行
われること」を設定し，関係機関・団体の連
携による支援等の充実をうたっている。
本特集では，第2次基本計画の下，関係機
関・団体が相互に連携協力し，犯罪被害者等
に途切れることのない必要な支援等を提供す
るための取組について紹介する。

関係機関・団体の総合的な連携による支援第１節

	１	 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワーク

犯罪被害者等が支援を必要とする事柄は，
生活，医療，公判に関する対応等極めて多岐
にわたるため，警察のほか，検察庁，弁護士
会，日本司法支援センター，医師会，臨床心
理士会，地方公共団体の担当部局，県や市の

相談機関や民間被害者支援団体等による「被
害者支援連絡協議会」が全都道府県単位で設
立され，犯罪被害者支援のための相互の連携
を図っている。
このほか，個々の事案において，犯罪被害
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第１節　関係機関・団体の総合的な連携による支援

者等の具体的なニーズを把握し，よりきめ細
かな総合的支援を行うために，警察署等を単
位とした連絡協議会（被害者支援地域ネット
ワーク）が各地に構築されており，その数
は，平成26年4月1日現在，1,126となって
いる（P80【施策番号154】参照）。

警察と関係機関・団体等とのネットワーク

被害者支援連絡協議会

関係機関・団体

警　察

民間被害者支援団体

○知事部局及び市町村の犯罪被害者支
援担当部門
○児童相談所，精神保健福祉センター，
保健所
○教育委員会
○検察庁，矯正施設，保護観察所
○日本司法支援センター（法テラス地
方事務所）
○国交省地方運輸局等の犯罪被害者支
援担当部門
○社会福祉協議会
○医師会，臨床心理士会，弁護士会
○暴力追放運動推進センター，交通安
全協会，防犯協会
○自動車事故対策機構地方支所　等

○各都道府県被害者支援
センター

○その他の民間支援団体等

提供：警察庁

被害者支援連絡協議会の構成機関・団体
（平成27年4月1日現在，47都道府県中の数値）

構成機関・団体 都道府県数

都道府県主管課 47

都道府県の機関（教育関係） 44

婦人相談所，男女共同参画センター，
女性相談センター 41

児童相談所 41

精神保健福祉センター 40

都道府県警察 47

地方検察庁 47※

保護観察所 46

都道府県労働局 15

地方運輸局 45

管区海上保安部 24

犯罪被害者支援団体 47

社会福祉協議会 11

臨床心理士会 46

弁護士会 44

日本司法支援センター地方事務所
（法テラス） 47

医師会・歯科医師会・婦人科医会等 44

暴力追放運動推進センター 47

交通安全協会 38

防犯協会 38

自動車事故対策機構地方支所 26

その他関係団体 47

※オブザーバーとして参加の地方検察庁も含む。
（注）　内閣府から各都道府県（知事部局施策主管課）に対し，被害者支
援連絡協議会の構成機関の確認を行い，取りまとめたものである。

▶ 犯罪被害者等早期援助団体

○　犯罪被害者等早期援助団体とは
犯罪被害者等早期援助団体とは，「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援

に関する法律」（昭和55年法律第36号。以下「犯罪被害者支援法」という。）第23条に基づき，
犯罪被害等を早期に軽減するとともに，犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよ
う支援するための事業を適切かつ確実に行うことができると認められる非営利法人であって，
都道府県公安委員会が指定します。
平成14年5月に，全国で初めて被害者支援都民センター（22年8月に公益社団法人に認定）

が東京都公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定されています。27年4月1日現
在では，46都道府県46団体がそれぞれ，都道府県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体と
して指定されています（指定団体はP208資料9参照）。

○　犯罪被害者等早期援助団体の活動
犯罪被害者等早期援助団体は，

コラム1
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①犯罪被害者等に対する援助の必要性に関する広報活動及び啓発活動
②犯罪被害等に関する相談
③犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
④物品の供与又は貸与，役務の提供その他の方法による犯罪被害者等の援助

の事業を行うこととされており，各地の犯罪被害者等早期援助団体が，犯罪被害者等の支援に
あたっています。
また，犯罪被害等を受けた直後の犯罪被害者等は，混乱やショック状態にあって，自ら必要

性を判断して援助を要請することが困難な場合があります。そのため，犯罪被害者等早期援助
団体が犯罪被害者等に対して能動的にアプローチして援助を行うことができるよう，警察本部
長等は，犯罪被害者等早期援助団体の求めに応じ，犯罪被害者等早期援助団体に対し，犯罪被
害者等の同意を得て，当該犯罪被害者等の氏名及び住所その他当該犯罪被害の概要に関する情
報を提供することができることとされています（犯罪被害者支援法第23条第4項）。
この規定により，犯罪被害者等早期援助団体が，被害後の早い段階から警察を始めとする関

係機関・団体と連携した支援を行うに当たり，支援の必要性を自ら判断することが困難な犯罪
被害者等に能動的にアプローチすることを可能とし，犯罪被害者等が同団体に自らの犯罪被害
を繰り返し説明することに伴う精神的負担を解消することが可能となっています。

犯罪被害者等早期援助団体

被害者

警　察

・相談支援
・各種付添い支援　等

平成27年４月1日現在46団体

指定団体

犯罪被害者支援法第23条に基づき，犯罪被害等を早期に軽減するとともに，犯罪被害者等が再び平穏な生活ができるよう支援するための事
業を適正かつ確実に行うことができると認められる非営利法人（例：各都道府県被害者支援センター）を，当該法人の申出により，都道府県
公安委員会が指定

犯罪被害者等早期援助団体

【事業内容】
☆犯罪被害者等に対する援助の必要性に関する広
報活動及び啓発活動
☆犯罪被害等に関する相談
☆犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
☆物品の供与又は貸与，役務の提供その他の方
法による犯罪被害者等の援助

【指定による効果】
◎公的認証により社会的信用が高まり，犯罪被
害者等が安心して援助を受けられる
◎警察から被害者の氏名，住所等の情報の提供
を受けることができ，能動的なアプローチが
できる

情報提供制度

支援4

・被害者の人定事項
・犯罪被害の概要　等

3 情報提供 2 同意

口頭又は書面

・団体等の紹介

1 制度の紹介

提供：警察庁


